
部門 令和3年 令和4年 対前年増減数
一般行政 624人 648人 24人
教育 100人 95人 －5人
消防 143人 148人 5人

公営企業など 66人 64人 －2人
合計 933人[1,054人] 955人[1,054人] 22人[0人]

※職員数は一般職に属する職員数（再任用短時間勤務職員およびフルタイム会計年度任用職員を除く）
※[ ]内は条例定数

■部門別職員数の状況（各年4月1日現在）

職種名 採用数 うち女性数
事務職 29人 21人
技術職 4人 0人
保育士 5人 5人
医師 0人 0人
看護師 3人 2人
保健師 2人 2人
消防 9人 1人
合計 52人 31人

■採用状況（令和3年度）

職員数

給与

勤務条件・その他

■退職状況（令和3年度）

職種名 定年退職 普通退職 その他
（死亡）

勤務延長
期限到来 合計

事務職 3人 7人 0人 0人 10人
技術職 0人 3人 0人 0人 3人
保育士 2人 1人 0人 0人 3人
消防 4人 2人 0人 0人 6人
保健師 2人 1人 0人 0人 3人
看護師 2人 1人 0人 0人 3人
医師 0人 1人 1人 0人 2人

医療技術 0人 0人 0人 0人 0人
その他
（調理士、
技能員など）

1人 0人 0人 0人 1人

合計 14人 16人 1人 0人 31人

※一般職員のみ

1週間の勤務時間 38時間45分
開始時刻 8:30
終了時刻 17:15
休憩時間 12:00～ 13:00

■勤務時間の概要（令和4年4月1日現在）

幅広い視野と創造性の豊かな人材を育成するために、
職員研修を実施しています。
令和3年度の受講者数は、延べ766人です。

■職員の研修

■分限・懲戒処分の状況（令和3年度）

区分 処分 対象 処分事由
分限処分 休職 21人 心身の故障

懲戒処分
停職 1人 公務外非行

戒告 1人 交通法規違反・
交通事故

■育児休業などの取得状況（令和3年度）

休業の種類 育児
休業者数

部分
休業者数

育児短時間
勤務者数

配偶者同行
休業者数

新たに休業を
取得 27人 13人 2人 1人

前年度から
引き続き取得 29人 16人 0人 2人

■人件費（令和3年度普通会計決算）

歳出総額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）
612億5,051万2千円 85億3,108万5千円 令和3年度　

13.93％
令和2年度　

10.81％
※人件費には、特別職に支給される給料、報酬などを含む

期末手当 勤勉手当
2.55月分（1.45月分） 1.90月分（0.9月分）

■期末手当・勤勉手当の支給割合（令和3年度実績）

※１人当たりの平均支給額（令和3年度）は159万8千円
※（　）内は、再任用職員に係る支給割合

※期末手当は令和3年度の支給割合

区分 月額 期末手当

給料 市長 97万0千円 4.45月分副市長 81万4千円

報酬
議長 54万0千円

4.45月分副議長 49万0千円
議員 45万0千円

■特別職の報酬などの状況（令和4年4月1日現在）※1 「平均給料月額」とは、職種ごとの職員の基本給の
平均

※2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる
扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当
などの諸手当の額を合計したもの。このうち、上段
はこれら全ての諸手当込みのもの。また、下段は
国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、
特殊勤務手当などの手当が含まれていないことか
ら、比較のため国家公務員と同じベースで再計算
したもの

※3 行政職俸給表（一）の適用者の平均

■平均給料月額など（令和4年4月1日現在）

区分 平均年齢 平均給料
月額※1

平均給与
月額※2

戸田市 39.1歳 33万9,360円 41万8,52 1円
37万2,336円

国※3 43.0歳 32万5,827円 ―
40万 7,153円

市の人事行政の運営状況市の人事行政の運営状況
～人員と経費の適正化を進めています～～人員と経費の適正化を進めています～
市職員の任用や給与、その他の勤務条件の状況をお知らせします。
 問い合わせ　人事課（内線508）

市ホームページ
はこちらから

10

仕上サイズ
データ 登録
297
210
左アキ

297
210
左

天地
左右
アキ

斉
藤

2

A
F10E01

／
3Q
定
期

2021

toda22-12_10_v5_2.indd   10toda22-12_10_v5_2.indd   10 2022/11/20   23:132022/11/20   23:13

市では、市民の皆さんが障害のある方への理解を深め、誰もが過ごしやすいまちを実現するために、さまざまな 
取り組みを実施しており、その一部を紹介します。 問い合わせ　障害福祉課（内線699）

手話と音声言語でのコミュニケーションに困った時は、手話通訳者派遣
をご利用ください。手話から音声言語、音声言語から手話、どちらとも
対応できます。

※障害福祉課にも手話通訳者を設置し、市役所各課での手続きの支援を行っています

※正午～午後1時は休憩時間

音声言語を文字に変換します。紙に書く方法のほか、大
人数が集まるところではパソコンなどを使い、モニター
に映し出して伝えます。
申 込 先 埼玉聴覚障害者情報センター
 FAX：048-814-3354　TEL：048-814-3353
申込受付 月～土曜日、午前9時～午後5時（祝日を除く）

申 込 先 戸田市手話通訳者派遣事務所
 （心身障害者福祉センター　1階）
 FAX：441-5031　TEL：445-1828
申込受付 月～金曜日、午前8時30分～午後5時15分
 （祝日、年末年始を除く）

障害のある方も、　　もに支え合い、
　   れもが、   　あわせを実感できるまちに

と

だ し
1212月月44日日〜〜

1010日日はは
障害者週間障害者週間ですです

●要約筆記を行っています

●手話通訳者を派遣します

発達障害のある方は、脳の発達の違いから行動面や情
緒面に特徴があり、生きづらさを感じています。発達
障害の原因は不明ですが、症状を理解し、うまく付き
合うことで日常生活をスムーズにすることができます。

発達障害について知っていますか

県発達障害者支援センター「まほろば」（19歳以上の方）
〒350-0813  埼玉県川越市平塚新田東河原201–2 TEL：049-239-3553

市障害者基幹相談支援センター（全年齢）
〒335-0022 戸田市大字上戸田5-6福祉保健センター 1階 TEL：446-6785

県発達障害総合支援センター（18歳以下の方）
〒330-0081  埼玉県さいたま市中央区新都心1-2　 

県立小児医療センター 南玄関3階 TEL：048-601-5551

発達障害は、子どもの頃に分かる場合もあれば、大人になってから分かる
場合もあります。市障害者基幹相談支援センターなどへご相談ください。

相談窓口へご相談ください
（医療機関でも相談ができます）

● 集団行動が苦手
● うまく物事が整理できない
● 落ち着きがなく、ソワソワして
しまう

● 人間関係がうまくいかない

● 単純なミスばかりする
● 不注意で失敗が多い
● 音や光に過敏に反応してしまう
● 特定の分野の学習が極端に苦手
 など

こんな症状で悩んでいませんか

市では、悩みや困り事、疑問などのさまざまな相談会
を実施しています。予約方法など詳しくは障害福祉
課にお問い合わせください。

知的障害者相談会
知的障害のある方の保護者の相談を受け付けています。
と　き 3、6、9、12月の第3金曜日、午後1時30分～3時
ところ 市役所

知的障害のある方の保護者へ

身体障害者相談会
身体障害のある方の相談を受け付けています。
と　き 毎月第3土曜日、午後1時～4時
ところ 心身障害者福祉センター

身体障害のある方へ

就労相談会
「働きたいが、何から始めたらいいか分からない」「今
後、仕事を続けていく自信がない」など就職を希望す
る障害のある方の相談を受け付けています。
と　き 偶数月の第4金曜日、午後1時～4時
ところ 市役所

就職を希望する障害のある方へ

相談会を
実施しています

市内の福祉作業所などを利用している障害児・障害
者がつくった作品を展示します。

とき　12月4日（日）～ 9日（金）
　　　午前8時30分～午後5時15分
　　　（最終日は午後3時頃まで）
ところ　市役所2階　ロビー

障害児・障害者による
文化芸術作品の展示を行います

昨年の様子
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